
新型コロナ陽性者・濃厚接触者の療養期間

＜無症状病原体保有者>

７日間経過

健康観察・感染対策検体採取日（０日）

５日間経過
６日目から
解除

健康観察・感染対策
最終接触日(０日）

濃厚接触者

＜有症状者>

１０日間経過 11日目から
解除

（通常生活）

症状軽快後、７２時間
経過した場合発症日（０日）

10日間
経過するまで

７日間
経過するまで

＜同居家族の場合＞

５日間経過
６日目から
解除

住居内で感染対策を講じた日
発症日（無症状者は検体採取日）

健康観察・感染対策

<２日目と３日目に検査で陰性を確認できた場合>

最終接触日（０日）

２日間経過

健康観察・感染対策

２日目と３日目に、薬事承認された抗原定性キット
を用いた検査で陰性確認後、３日目から解除可能

７日間
経過するまで

陽性者

<医療従事者、高齢者・障害児者入所施設等の従事者の場合>
無症状であり、ワクチン追加接種済み等の要件を満たす場合、
緊急的な対応として代替が困難である場合に限り、毎日業務
従事前の検査で陰性が確認されていれば従事可能

健康観察・感染対策 ７日間
経過するまで最終接触日（０日）

８日目から
解除可能

いずれか
遅い方（０日）
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７日間
経過するまで


